
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準  

 

（他の保険者が行う記録の写しの提供）  
第十三条  法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの

提供を求められた他の保険者は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供す

るに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の

写しを提供する趣旨及び提供される記録の写しの内容について説明を行い、かつ、

当該他の保険者の加入者であった者の同意を得なければならない。ただし、当該記

録の写しの提供を求めた保険者において説明を行い、当該他の保険者の加入者であ

った者の同意を得たことが確認できたとき又は当該記録の写しの提供が電子情報処

理組織（電子資格確認（法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下

この条において同じ。）において保険者が回答を行う際に使用する電子情報処理組

織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術（電

子資格確認において保険者が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。以下

この条において同じ。）を利用する方法により行われたときは、この限りでない。  
 


